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各  位 

オリックス株式会社 

（コード番号：8591） 
 

 

消費者金融業者向け営業貸付金について 

 

 

本日、大手消費者金融業者のアイフル株式会社が事業再生 ADR 手続利用の申請準備を開始

し、事業再生実務家協会に仮受理されたとの発表がありました。 

 

 

オリックスグループは、同社向けの営業貸付金はありません。 

また、消費者金融業者の事業環境の変化に対応し、営業貸付金を減少させてきました。オリック

スグループの現時点での同業界向け営業貸付金は約50億円であり、営業貸付金総額に対する比

率は約 0.2％です。 

 

 

したがって、消費者金融業向け貸付金に伴うリスクが、当社の業績に与える影響はありません。 

 

 

 

以上 
 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
社長室広報担当 横井 / 経営計画室 竹村 

TEL：03-5419-5102 


